
滋賀県知事　　三日月　大造

１　処分の原因となった事実

　　建設業法第12条（第17条において準用する場合を含む。）の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５号に該当する。

２　建設業の許可の全部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R8.3.4 （株）アサヒテック 佳山　加津夫 高島市新旭町新庄1-2-7
（般-２）
第８０４２９号

土・管・水

R8.3.12 （株）仰木工業 岩見　修夫 大津市仰木5-1-9
（般-３）
第１０４１３号

土・建・と・舗・水

R8.3.18 （株）Ｅ－ＣＲＡＦＴ 江﨑　祐太 近江八幡市安土町常楽寺698-10
（般-４）
第４２４８７号

内

３　建設業の許可の一部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R8.3.12
（株）タイトウトレー
ディング

糟谷　仁志 草津市馬場町1200-20
（般-４）
第２３２０８号

電

R8.3.13 （株）七福建設 山野　憲伺 彦根市野田山町833-1
（般-４）
第５１４３１号

建・井

R8.3.27 村地綜合木材(株） 藤井　行彦 蒲生郡竜王町綾戸328-3
（特-３）
第４２６２８号

左・と・石・筋・板・ガ・塗・防・
絶・具

（般-３）
第２０９８４号

管

（般-５）
第２０９８４号

と

取り消した
建設業の種類

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり建設業者の許可を取り消したので、同法第29条の５第１項の規定によ
り公告する。

処分年月日

処分を受けた者
取り消した
建設業の種類

令和8年4月9日

R8.3.27 西本電気工事(株） 西本　広基 草津市木川町451

処分年月日

処分を受けた者


